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Abstract
The aim of this paper is to examine the necessity of an Internet Constitution, which is a concept suppos-

edly conceived by the second generation of the constitutional study on the Internet. As a beginning, I will

overview the intellectual groundworks for the two leading scholars of the second generation, Lawrence

Lessig and Cass Sunstein. In specialty, I will focus on the New Chicago School which the former has

espoused and on the Madisonian Republicanism which has been one of the ideological backgrounds for

the latter. Next, I will verify how they, the so-called Internet Constitutionalists, have evaluated the politi-

cal properties of the Internet and how the concept of the Internet Constitution has been presented. In my

view, they have a pessimistic outlook about the existing condition of the Internet because it has the proba-

bility of debilitating the collective values which we must hold in common; the purposes of the Internet

Constitution are to guarantee these values over the Internet and to advance the democratic process where

collective decisions are made in deference to these values. It seems to me that the concept of the Internet

Constitution is worth reflecting; on the other hand, the necessity of it is insufficient at present. The main

reasons are two. First, the probability that the present circumstances of the Internet undermine the essen-

tial collective values has been demonstrated inadequately. Second, the value of deliberation on which the

Internet Constitutionalists place a premium has a proclivity to intensification of mainstream values inside

a community or society. The Internet Constitutionalists can be seen to pay little attention to the Exit

model of freedom and to emphasize the (deliberative) Voice model of freedom; on the contrary, I will

esteem the Exit model which gives the Internet a political distinction.
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1. はじめに　

米国におけるインターネットの憲法学的研究は、90年代中葉までの第1世代と、90年代後半以降の第2世

代とに類別可能である。かつての第1世代においては、ネットへの過大な期待を示し、情報社会の到来が

自由と民主主義の活性化を導くものとする論調が顕著だった。この第1世代は、ネットに対する規制に消

極的であり、またネットはそもそも規制不可能な空間だと規定する。例えば、デビッド・ジョンソン（David

Johnson）1）及びデビッド・ポスト（David Post）2）が96年に発表した論文Law and Border3）においては、情

報社会の到来に伴って、従来の法体系における地理的境界線の意義が縮減する一方で、ネット上で形成

される境界線の意義が強まる傾向が指摘されているが、こうしたネット例外主義（Internet exceptional-

ism）に基づく見解4）は第1世代の典型例である。

しかし、90年代後半から現在にかけて、ネット研究は第2世代に突入し、そこではネットが民主主義社

会に及ぼす負の影響が強調されるようになる。第2世代によると、ネットそれ自体は自由でも民主的でもな

い。ネットを第1世代が論じるような理想的空間にするには政策的見地からの合理的規制が必要とされる

のである。図式的に整理すると、第1世代が主としてリバタリアン的論調の中で展開されていった一方で、

現在の第2世代は主としてリベラル的論調の中で展開されているものと表現可能である5）。特に、第1世代

はネットの政治的特性に関して楽観的であり、ネット規制に消極的であるのに対して、第2世代はネットの

政治的特性に関して悲観的であり、ネット規制に積極的態度を示しているものと言及し得るのである。

重要なのは、第2世代は、単に個別対応的意味においてネットに対する法的規制を設定しようとしてい
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るのではなく、そうした諸規制の上部に一種の憲法原理を想定し、その原理に基づいてネットに新たな政

治的特性を提供しようとしている点である。特に、第2世代の代表的論者であるローレンス・レッシグ

（Lawrence Lessig）6）およびキャス・サンスティン（Cass Sunstein）7）には8）、そうした傾向が明白に読み取

れる。本稿では、この考え方についてInternet Constitutionと概念規定を行い、その明示的／暗示的提

唱者たちをInternet Constitutionalistsと呼ぶ。そして、Internet Constitutionalistsがいかなる思考基盤

に立ち、既存のネットをいかに評価しているかを概観した上で、最終的にはInternet Constitutionの必要

性に関する私見を提示していきたい。

2.Internet Constitutionalistsの基盤

レッシグの場合

本論の導入にあたって、本稿の主たる考察対象であるレッシグ及びサンスティンの思考基盤を概観して

おきたい。まずレッシグである。彼は表向き憲法学者として分類されるが、その研究活動の内実を概観

すると、従来の憲法学の範疇には収まりきらないことが理解し得る。特に、ネット関連の研究成果として3

冊の著作が出版されているが、これらが法学のみならず多方面の学術領域から関心を寄せられる内容と

なっている点は周知の事実である。

その3冊とは、第1がCode9）/Code 2.010）、第2がThe Future of Ideas11）、そして第3がFree Culture12）であ

る。まず、Code/Code 2.0 においては、ネットが本質的に規制不可能な空間であるという従来のリバタリ

アン的な考え方が批判され、ネットは主として商業的動機から高度に規制可能な空間に変容する脅威に

晒されている点が論じられている。次に、The Future of Ideasにおいては、今日の政治的・社会的諸制

度の下にネットが質的に変容し、ネットあるいは現実社会におけるイノベーションが縮減しつつある点が

論じられた。さらに、Free Cultureにおいては、知的財産法制、メディア所有権の集中化、技術の発展に

伴って、歴史的に米国社会が培ってきたフリーカルチャーが弱体化し、それに伴って創造性の環境が危機

に晒されている点が論じられている。

本稿はこれらの研究活動全体に関して詳細に分析するスペースを持たない。ここで焦点を合わせたい

のは、こうしたレッシグの諸見解を支えている思考基盤である。この点、特に重要となるのが、彼自身が

指摘するところの新シカゴ学派（New Chicago School）13）という思考様式の存在である。通常、シカゴ学

派とは新古典派経済学を基礎とする経済学派の1つであり、その基本的態度は自由放任主義を基調とし、

経済市場に対する政府の介入を消極的に捉えるものである。このシカゴ学派の経済思想は法学領域にも

応用され、独自の学派を形成されるに至っているが14）、その主たる特性は「法以外の規制要素」に焦点を

当てて規制観念を理解する点である。すなわち、法学におけるシカゴ学派によると、人間行動に対する

規制要素は、法／社会規範／市場／アーキテクチャの4つに類型化される。そして、それら4類型の規制

要素が総じて人間行動を規制するのである。シカゴ学派は、このように複合的規制観念を有し、人間行動

と規制の関係について合理的選択理論を基礎に理解する15）。

ただし、レッシグによれば、こうした法学におけるシカゴ学派は、厳密には旧シカゴ学派と新シカゴ学派

とに大別される。そして、彼は自らを新シカゴ学派に属する存在として規定するのである。では、両世代

間の相違とは何か。それは法以外の規制要素に対する評価である。旧シカゴ学派は、法以外の規制要素

の効率性を重視して法を軽視する傾向にある。当該学派は、他の規制要素と比較して非効率的なものと

して法を捉え、それゆえに積極行動主義（activism）に対して消極的態度を取る。

一方、新シカゴ学派は、むしろ他の規制要素が法に従属するものと捉える16）。例えば、広告キャンペー
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ンを見れば分かるように、法は一定の割合で社会規範に影響を与えている。また、法は、例えば建築規

則を設定することで、アーキテクチャにも影響を与える。また、法は、課税や助成金という手段を通じて、

市場にも影響を付与している。つまり、新シカゴ学派によると、法は人間行動に直接的影響を及ぼすのみ

ならず、他の規制要素に直接的規制を賦課することで、人間行動に間接的影響を及ぼしている。法は規

制要素としてもメタ規制要素としても機能する複合機能的存在なのである17）。新シカゴ学派においては、

他の規制要素も組み入れる形で法を利用することで、より効率的な積極行動主義が可能とされる。こうし

た新シカゴ学派の思考様式を元に、レッシグは法という規制要素を重視する形でネットを論じていること

になる。

サンスティンの場合

次にサンスティンである。彼の研究テーマも多岐にわたっているが、本稿の文脈上注目したいのは、彼

の自由言論に関する考え方である。米国社会の伝統において自由言論の概念を支えてきた中心的原理

は思想の自由市場理論―すなわち、諸個人の思想・信条が社会内で自由に交換されることに自由言論の

価値を見いだす考え方である。1919年に連邦最高裁ホームズ判事が少数意見として提示したこの思想の

自由市場理論は18）、第2次大戦後、連邦最高裁の多数意見の中に組み込まれていくことになる。

しかし、そうした自由市場モデルに依拠するのみでは自由言論の概念は十分に評価し得ない、とサンス

ティンは考える。彼によれば、憲法上保障されるべき対象となる言論物は、単に自由に交換されるのみで

はなく、所定の社会内で公共的に取り扱われるべき諸事項（public issues）を幅広く喚起し、最終的には

公共善（public good）の発見に資する必要がある。そして、そのためには、言論市場は自由放任の状態

に置かれるべきではない。社会内の多元的な思想・信条が可能な限り流通し、公共的事項をめぐる公共

善の発見が促進されるよう、合理的規制が設定されることも許容されるのである。

サンスティンは、こうした自由言論に対する態度をマディソン主義と呼ぶ。連邦憲法の父と称されるジェ

ームス・マディソンは、その著書19）の中で社会内における党派利害の多様性を積極的に評価する思想を

提示し、多元主義政治学の源流を作った人物として有名である。しかし、サンスティンによれば、マディソ

ンが党派利害の多様性を評価したのは、そうした状況がむしろ公共善の発見にとって望ましいという判

断があったからである。すなわち、マディソンは社会内の多元的視点の発露が最終的には公共善に関す

る熟慮や討議に収斂していくところに民主主義の理想を見ているのである。サンスティンはこうした考え

方をマディソン主義的共和主義（Madisonian Repulicanism）と呼び、現代社会の多元性を踏まえた新た

な共和主義思想を模索していく。

こうした自由言論に対する共和主義的態度が現代の米国憲法学において一定の説得力を持ちつつある

背景には、修正1条を解釈する際の個人のイメージが大きく転換しているという事実がある。従来の憲法

学においては、自律的個人が思想の自由市場の中で自由に見解を提示・交換していくというイメージが存

在していた。しかし、現実の言論空間においては、資本力・動員力のある大企業・利益集団が巨大な発

言権を有したり、公共善より個別の私的利害・価値観が優先された情報の流通が顕著となるといった弊

害が表れてきた。すなわち、言論空間が自由放任であるがゆえの「市場の失敗」が散見されるようになっ

たのである。

それゆえ、現代の憲法学者の多くは、従来の修正1条の価値前提にあった「独立した自律的個人」20）と

いう牧歌的観念を遠ざける傾向にあり、それゆえに、自律的個人を主体とする思想の自由市場理論も従

来通りに是認し難いという事情がある。むしろ修正1条は、何らかの社会的目標を遂行するためのプラグ

マティックなツールとして理解される傾向が強まっており、憲法学者同士の議論も、その社会的目標をい
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かに設定するかという点を中心に展開されている。サンスティンによる自由言論の共和主義的理論もこう

した現代的文脈の1つなのである。この点、現在の米国憲法学は、かつてのリアリズム法学の余波の中に

あると言っていい21）。

両者の共通基盤

こうした両者の思考基盤に共通して見えてくるのは、社会秩序における法の重要性を認める事実認識

であり、個人的自由を尊重する上でむしろ一定の法的規制を設定すべきだとする価値的態度である。

レッシグは、従来のシカゴ学派と異なり、個人的自由を規制する諸要素のうち法を特別視する。しかし、

彼にとって、法は特別な地位を占めるのみならず、特別な地位を占める「べき」ものでもある。例えば、ア

ーキテクチャという規制要素は、不可視的で認識困難な存在である上に、その規制の在り方を民主的プ

ロセスに従って調整するシステムも存在しない。他方、法という規制要素は可視的である上に、一定の民

主的プロセスを経ないと設定し得ないのであり、諸個人はその決定プロセスに参与し得る。それゆえに、

法は他の規制要素より優越的地位にあるべきものなのだ。

一方、サンスティンは、従来の憲法学と異なり、自由言論を維持する上で法的規制が果たす役割を強調

する。彼にとって、自由言論は介入の許されない神聖な領域ではない。思想の自由市場における市場の

失敗を是正し、諸個人が可能な限り平等な立場で言論空間に参与し得る状況を積極的に形成する必要

がある。そのために、政府が法というツールで以て一定の合理的規制を設定することは、むしろ自由言論

を擁護するために不可欠なのである。

憲法学的に見れば、こうした考え方は言論をめぐる問題に留まるものではない。例えば、財産権は、国

家が登場する前から諸個人が有していた前国家的権利であり、社会権などの後国家的権利と伝統的に区

別されてきた。しかし、実際には、国家という強制装置が存在するからこそ、諸個人は自らの財産を侵害

される危険性を大幅に回避し得るのであり、さらには、いかにして所定個人の財産を当該個人のものと

特定するか、その最終的認識は国家の定める法制度に依拠せざるを得ない。つまり、いかなる原初的権

利であっても、その実際的保持・行使の背後には、国家の設定する法制度が不可欠なのであり、憲法学

的に捉えれば、その法制度をいかに民主的に運用するかという点に重点が置かれるべきなのである。第

2世代が法という規制要素を重視する形でネットを批判的に捉えていく背景には、本節で記述した思考基

盤が有力となりつつある米国憲法学の趨勢を鑑みる必要がある。

3.Internet Constitutionとは何か

レッシグの場合

上述したような思考基盤に立った上で、両者はネットをいかに把握しているのか。主として憲法学的立

場からその点を概観してみたい。まずレッシグは、ネットが第1世代の理想とするリバタリアン的状況にあ

った時代（Net9522））と、ネットが高度に規制可能な空間となっていった時期（Net9923））とを区別する。そう

した変容の主たる要因はネットの商業主義化である。すなわち、ネットの大衆化に伴って、その空間にお

ける商業的契機―特に電子商取引を展開することのメリットが増大する。レッシグによれば、Net99にお

いては、電子商取引の仕組みを構築する上で重要となるクレデンシャル、ラベル、ゾーンという3つの特性

が顕著となる。それらの諸特性はネットを高度に規制可能にする要素であり、逆に言えば、Net95におい

ては、それらの諸特性が顕著でなかったがゆえに、ネットは規制不可能な場であり得たのである24）。

レッシグによれば、前節で見た4つの規制要素のうち、ネットにおいてはアーキテクチャとしてのコード
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が最も重要な規制要素となる。ネットを構築する素材はコードによって提供されるのであり、ネットはコー

ドの存在なしには成立し得ない空間として規定し得るからである。ここで重要なのは、アーキテクチャと

してのコードが価値中立的存在ではなく特定の諸価値を誘因する存在である点だ。ネット上のある場所

においては個人の自由が最大限に確保されているが、別の場所においては個人の自由が極度に統制可

能なものとなる―そうした差異は、アーキテクチャの差異に基づくものであり、そのアーキテクチャの差

異の基盤には、それを支える価値的差異が存在するのである。しかも、アーキテクチャという規制要素は、

他の規制要素と比較して、不可視的な形で諸価値を誘因・促進する傾向が強い。問題は、そうしたアー

キテクチャに付随する特定の諸価値が、AOLやマイクロソフトといったネット上で強力な影響力を有する

企業によって規定される可能性―すなわち、商業セクターの選択した諸価値が我々の規範世界を規定す

る可能性である。

レッシグにとっても、第1世代にとっても、最も尊重されるべき集団的価値は個人的自由であるが、問題

は、現在のネットが上述のような特性にある状況の中で、その個人的自由が弱体化する可能性を強めて

いる点である。そして、それゆえに、レッシグはそうした現在のネットの政治的特性を実際的に転換させ

る必要性を説くのである。そこで注目されるのがオープンソースコード―クローズドソースコードと対置さ

れる存在としての開かれたコードの存在である。レッシグによれば、多くの場合、ネットにおける有力なク

ローズドコードは巨大企業によって所有され25）、コードの作成・変更に関する権利は、当該企業が独占す

る。他方、オープンコードの場合、諸個人はそのアーキテクチャを可視的なものとして扱うことが可能に

なり、さらにはコードの改変プロセスに関して諸個人が一定の関与を為し得る。こうした理由から、レッシ

グは憲法上保障されるべき自由を構造的に保証26）する要素としてオープンコードを重視するのである。

レッシグがオープンコードといった仕組みに固執するのは、そうした開かれた環境を通じて、ネットにお

いて一種の憲法原理を構築するという目的を有するからである27）。レッシグの主たる思考基盤たる新シカ

ゴ学派の視点に立つと、個人的自由という集団的価値は、法を中心とした秩序の中で最も効果的に促進

されるのであり、さらに言えば、近代的意味での憲法原理に依拠した秩序の中で、諸個人は自由を最大

限に享受し得る。そして、そうした憲法に依拠した秩序が十分に有効なものとなるにはオープンコードの

促進が不可欠なのである。ただし、レッシグは、その憲法原理の具体的内容について明確な形で記述し

ていない28）。例えば、コモンズ（commons）といった興味深いアイデアを部分的に提示しているものの、一

方で彼の想定している憲法原理の全体像はまだ見えてこない。そうした意味では、現段階におけるレッ

シグの議論は、憲法制定の前段階―すなわち、ネットにおける憲法原理の必要性を広く認知させること自

体にあるのだ。

サンスティンの場合

次にサンスティンの議論を見てみたい。彼はまず、ネットが有する高度な情報フィルタリング（informa-

tion filtering）の機能に着目する29）。ネットは広大な情報に満ちあふれた世界だが、それゆえに諸個人は

自らにとって必要な情報を篩にかけて選別する必要に迫られる。その際、最も有用なのは、検索エンジ

ンやディレクトリサービスなどのインフォメディアリ（infomediary）である。インフォメディアリはネットにお

ける個人の行動を経済合理的なものにする。その高度な情報フィルタリング機能を利用することで、諸個

人は、時間的コストを費やすことなく、自らの関心・価値に適合する情報を容易に入手可能となる―つま

り、常に自らにとって必要な情報がフィルタリングされて提示されるDaily Me30）という情報環境が構築さ

れるわけである。こうした側面は情報供給サイドにとっても有益である。例えば、電子商取引業者は、情

報フィルタリング技術を活用することで、ユーザ各々の個別的関心・価値に合わせた財・サービスを自社
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サイト内で随時提示可能となる。その結果として、顧客満足度が高まり、顧客の囲い込みが促進され、結

果として収益率が増大可能となるのだ。

しかし他方で、こうした情報フィルタリングが高度に作用すると、自らの既存の関心・価値に適合しない

異質な情報にアクセスする機会が縮減することになる。そうした環境は、サンスティンのような共和主義者

にとって消極的に評価せざるを得ない。諸個人が既存の関心・価値に適合した情報のみを享受するよう

な世界においては、個人間の共有的社会経験（shared social experiences）が弱体化し、社会全体にとっ

て公共的に熟慮・討議すべき事項が軽視されてしまうからだ。

サンスティンがさらに懸念するのは、このように情報フィルタリングが強度に作用する状況における集団

形成の在り方である。すなわち、諸個人は、自らの既存の選好・価値に適合した情報環境に囲まれるが

ゆえに、自らの関心・価値に適合する同質的集団にアクセスする傾向が高まる。重要なのは、そうした同

質的集団においては集団極化（group polarization）31）の現象が生成しやすい点である32）。すなわち、同

質的集団の中で討議が展開されると、討議前と比較して、参加者たちの見解が穏健なものから極端なも

のに変容し、集団的決定自体も極端な方向に収斂していくのである。ネットにおいて、こうした集団極化

が生成しやすくなると、諸個人は異質な情報に触れる機会をさらに逓減させ、既存の関心・価値をさらに

先鋭化させることになる。

この点、サンスティンは、New York TimesやNewsweekが有する総合的関心媒介項（general interest

intermediary）33）としての機能を評価する。こうした媒介項は、個人がなるべく多くのテーマの情報に触

れることに資することになり、社会経験の共有化を促進させる機能を有するからである。彼は、現代社会

における総合的関心媒介項の影響力の低下を指摘し、共有的社会経験の縮減によって社会的結びつきが

弱体化することを警戒する。そして、既存のネットの在り方が、そうした傾向をさらに加速させるのではな

いかと懸念するのである。

そこで彼が提示するのが6条から構成されるネット規制原理である34）。第1に市民間で公共的事項に関

する討議を行う熟議ドメイン（deliberative domains）を創設すること35）、第2に公共的に見て重要なサイト

の運営者に対してコンテンツに関する情報公開を求めること、第3にサイトの運営者に対して公共的事項

を幅広く取り扱うようコンテンツに関する自主規制を求めること、第4に公共的役割を果たしているサイト

に対して政府が補助金を給付すること、第5に社会的影響力の強いサイトに対して公共的事項の喚起を促

すために特定のリンク付けを義務づけること、第6に党派性の強いサイトに対して対立する立場にあるサ

イトへのリンク付けを義務づけることである。

サンスティンのネット改革案から見て取れるのは、ネットを地上波放送メディアに準じた存在として取り

扱おうとしている点である。特に、第5案および第6案は一種のネット版マストキャリー政策と解釈可能で

ある。いわば、サンスティンはネットにおいて閉鎖的・同質的な偏向空間（polarized places）が生成し続け

ている現状を考慮し、公共善の発見に資する言論空間の在り方をネットに求め、そのための憲法原理を

考案しようとしているのである。

Internet Constitutionの提起

このように、ネットに関する両者の憲法学的考察を概観してみると、共通して指摘し得るのが、ネットに

向けた憲法原理の必要性を明示的／暗示的に提示している点である。この両者共通の発想について、

本稿ではInternet Constitutionと概念付けたい。振り返ってみれば、これまで何らかの形でネットを規制

する様々な法規が制定されてきたが、それらは概して個別的問題に対処するものに過ぎなかった。彼ら

が提起しているのは、そうした個別準則ではなく、そうした法規の上部に位置する一般原理なのである。
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ただし、両者ともその憲法原理の内容を具体化しているわけではない。上述したように、レッシグは'con-

stitution in cyberspace'36）の必要性を説いているものの、その詳細は明確でない。また、サンスティンは6

条から構成される規制原理を提唱しているが、これはあくまで試論の段階に過ぎないものであり、今後

のさらなる議論が必要となることは本人も認めている37）。そうした意味ではInternet Constitutionの概念

はまだ抽象的段階にある。

ただし、その基本的目標は明確だ。それは、既存の憲法原理が従来取り扱ってきた集団的諸価値（col-

lective values）の保障にあり、集団的決定における民主的プロセス（democratic process）の促進にある。

米国社会において想定されている主たる集団的諸価値とは個人的自由であり、その個人的自由を最大限

平等に保障するための諸原理である。レッシグやサンスティンは、Internet Constitutionを通して、ネット

上の諸主体が共有すべき集団的諸価値を規定し、さらにはネット上の集団的決定がそうした諸価値を尊

重したものとなるよう、個人間の熟慮と討議に基づく民主的プロセスが促進される仕組みを提案してい

るのである。

この点、Internet Constitutionと混合される可能性のあるものとしてInternet Governanceの概念があ

る。これはIPアドレスやドメインネームといったネット資源の管理などを通してネット全体の包括的統制を

行うことに意義がある。統制主体がバラバラであれば、あるいは統制範囲がネット全体に及ばないので

あれば、例えば、同一のドメイン名が複数のネットワーク組織に割り当てられ「ネット上の住所」が事実上

機能しなくなる危険が発生し得るからだ。その意味でInternet Governanceはグローバルな次元の概念

である。しかし、本稿が示すところのInternet Constitutionは、そうした包括的管理統制を目的とするの

ではなく、むしろ既存の国家・地域が伝統的に熟成させてきた憲法原理をネットに適用しようとする試み

であり、比較的ナショナルな次元の概念である。それゆえInternet Constitutionにおいては、例えば、米

国国民にとって影響力の強い幾つかのサイトに対して網羅的に規制を賦課する可能性があるが38）、そうし

た規制の努力をネット全体にまで包括的に及ぼす必要性は薄いと言える。

4. Internet Constitutionは必要か

ネットは本当に我々の敵なのか

こうしたInternet Constitutionの必要性に関する是非を検討する上でまず考察すべきなのは、そうした

発想が導出される前提としての事実認識の問題である。すなわち、Internet Constitutionalistsが強調す

るほどに、既存のネットは憲法的問題点を内包しているのだろうか。新たな法的規制を賦課するほどに、

修復不可能な害悪（irreparable harm）がネットに存在しているのだろうか。

例えばクレジットカードだ。我々は、カード決済による電子商取引に参加することによって、自らの購入

履歴・趣味嗜好から思想信条に至るまで、潜在的には閲覧可能な状態に置かれる。しかし、我々の多く

はそれでもなおカード決済を好んで選択する。それは、そうした個人情報の露出という潜在的デメリット

を考慮に入れても、決済の簡便性や支出履歴管理可能性などの顕在化されたメリットをそれ以上に評価

しているからである。そして、そうしたメリットを選択するかデメリット回避を選択するかを決定すること

自体が個人的自由なのではないか。

同様のことはHTTPクッキーに関しても言える。ブラウザ上のクッキーは、各ユーザの行動をネットサ

ービス企業サイドで把握可能とするものだが、そうした負の側面を上回る利便性を考慮して、我々はクッ

キーを承認している。一定の個別データを提供しないと、魅力的なネットサービスは享受し得ない。そし

て、そうしたサービスに実際に参加するか、そうしたサービスの享受を放棄してもなお、自らの情報を守
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るかは、個人的自由に任せられるべき問題である。もちろん、アーキテクチャとしての規制要素は不可視

的なケースが多く、諸個人が自覚しないままにその自由を侵害されている場合もあり得るだろう。しかし、

他方でネットにおける個人は、そうした商業主義的仕組みに参加するか否か自体に関する選択の契機を

有しているはずである39）。そうした意味では、商業主義的動機から誘導されるネットの規制可能性と個人

的自由とは、必ずしも反比例的関係にあるとは言い切れない。

同様の事実認識に関わる疑問点は、情報フィルタリングや集団極化の論点にも当てはまる。確かに、

我々は、あるオンラインモールではCRM技術によるフィルターを受け、ある時事ニュースサイトでは協調フ

ィルタリング技術によるフィルターを受けている。しかし、そうしたフィルタリング技術は、個人の関心・価

値を固定化・極端化させるほどに精緻なものだろうか。例えば、オンライン書店Amazonはフィルタリング

技術の見本市のようなサイトの1つだが、そこにおけるフィルターの精度はかなり粗雑である40）。特定の書

籍を購入したところ、次回にAmazonにアクセスすると、自らの関心事とは若干ズレた商品をいきなり「あ

なたへのオススメ」として提示された経験は誰にでもあるはずだ。

そもそも、個人の関心・価値を正確に推測するには、その個人が過去に示した購入品や関心アイテムに

関する動機を知る必要がある。例えば、私が毛沢東に関する書籍を購入したとしても、その動機が「中

共独裁の歴史を批判したいから」か「マオカラー・ファッションの歴史を知りたいから」か「ネットを使えな

いマオイストな友人の代わりに購入してあげた」かによって、私に対するフィルターのかけ方は異なってく

る。そして、そうした動機を他者が知ることは非常に困難であるし、場合によってはその動機はテキスト

化の不可能なものですらある。

重要なのは、そのような粗雑なフィルタリングが作用する結果、各個人には本人の関心・価値と「若干ズ

レた情報」が提供される傾向が強いという点である。我々は「既存の関心事と全く外れた情報」を提示さ

れても興味を示しにくいが「既存の関心事とは若干ズレた情報」には積極的に反応する可能性が高い。

法学徒に対して天文学の情報を与えてもそれに目を通す可能性は薄いが、経済学の情報を与えた場合、

法学と経済学との間には一定の近接性が存在するため、法学徒はその経済学情報を熟読する可能性が

ある。つまり、ネットにおける情報フィルタリングは、諸個人に「若干ズレた情報」を絶えず送り届ける機能

を果たしているのであり、そして、そうした機能は諸個人が社会内の異質な関心・価値に遭遇する機会と

も言えるのである。それは、サンスティンのような共和主義者にとって、それほど不都合な事態と言える

だろうか。

また、ネットにおける集団形成の問題についても、そうした極端な収斂が真に成立可能か否かは疑問で

ある。まず言及すべきなのは、ネットでは、現実空間と比較して、集団参加も集団離脱も容易であり、さ

らには複数の集団に同時参加することが極めて容易な点である。そうした状況における個人は「単一の

極端な見解」に収斂するのではなく「複数の極端な見解」に影響されるに過ぎないものと指摘可能である。

この点、CMC41）の分析に関する社会心理学上の先行研究を概観してみると、CMCにおける高度な匿名

性は既存の社会的立場を超えた平等化を促進する作用があり、それゆえに、現実世界におけるFtF42）と

比較しても意見の集約が困難となる、とする結論が示されている43）。また、心理学においては、事前に自

己の見解を文字にして書き留める行為があると、他者の見解への同調が困難になることが知られている。

それゆえ、文字情報による見解提示が原則となるCMCにおいては、自己の態度が固定化する傾向が強固

になるものと考えられる44）。つまり、CMCの特性をこのように心理学的に分析しても、集団極化は成立し

にくいという結論が導き出されるのである。

このように、Internet Constitutionalistsが強調するネットの憲法的諸問題は、ある種の誇張が入り交じ

ったものとなっている。もちろん、そうした誇張を取り除いてもなお、彼らのネット批判には説得力ある部
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分が存在する。90年代末を境にして、ネットがかつての啓蒙主義的なものから商業主義的なものへと変容

していった点は否定し得ないし、その結果として質的に変容したネットにおいて、諸規制を容易にするア

ーキテクチャ、あるいは異質な価値を受け付けない偏向空間が増大しつつある可能性は否めない。しか

し、そうした視点から提示されるInternet Constitutionという発想が、現実のネットで行動する我々にと

っていかなる必要性を帯びるのだろうか。換言すれば、Internet Constitutionがもたらす新たなネットの

中で、我々はいかなる個人的自由を享受し得るのか。

Exit-Voice-Deliberation

そうした点を整理する上で有用なのが、かつてハーシュマン（Albert O. Hirschman）が提唱したExit-

Voice-Loyalty理論である45）。レッシグの言説に基づくと、我々は、AOLやマイクロソフトの構築するアー

キテクチャ、そしてそうしたアーキテクチャが形成する共同体の中で、かろうじてネット上の言論活動を

確保された状態にある。AOLは、自社ウェブサーバ上でコード作成の全面的自由を有しており、結果とし

て強大な規制権限を有する共同体を形成している。その世界においてルールを作り出すのは、民主的に

選出された立法者ではなく、AOLによって雇用されたコード作成者である。立法者の場合、我々は民主

的プロセスに基づくチェック機能を行使し得るが、コード作成者の場合はそうしたチェックが不可能とな

る―。それがレッシグの問題意識の発端だった。

しかし、実際には、彼らコード作成者もチェックを受けているのである。それはExitという名のチェッ

クである。我々はネットにおいて、ある共同体から別の共同体に移動する自由を有しているし、その移動

に負荷されるコストは現実空間と比較して非常に安価である。AOLの構築する共同体に異議があれば、

その世界からexitして別の共同体に移動することで、AOLが雇用したコード作成者に対して実質的なチ

ェック機能を行使しているのである。かつての第1世代がネットの規制不可能性を説いた裏側には、こう

したExitモデルに基づく社会の在り方が想定されている。

しかし、Internet Constitutionalistsは、このExitモデルという社会像に満足しないだろう。なぜなら、

彼らの視点に基づくと、集団的価値としての個人的自由は、単なる経済的意味の自由ではなく、政治的意

味を伴った自由であるべきだからだ。Exitモデルとは「ここは自分の関心・価値に合わないから別の場

所に行く」という行動様式が繰り返されることで成立するものであり、単なる個人的選好が集積されたも

のに過ぎない。すなわち、Exitモデルに基づく社会では、自らの所属する共同体における集団的決定に

対して諸個人が民主的プロセスに沿って関与し得るという政治的意味における自由が軽視される可能性

があるわけだ。例えば、レッシグは、共同体において単に消費者（consumer）としてだけでなくメンバー

（member）としても活動することの必要性を指摘する46）。また、サンスティンは、憲法学上の主権概念につ

いて消費者主権／政治的主権という区分を提示する47）。消費者主権とは自由市場下の権利であり、消費

者による財・サービスの選択を重視する。一方、政治的主権とは自由国家下の権利であり、民主的自己

統治への関与を重視するものである。そして、ネットにおける政治的主権者としての個人の在り方を積極

的に評価するのである。

こうした論理展開から言えば、Internet Constitutionalistsが想定している個人的自由とは、Exitモデル

よりむしろVoiceモデルに近いものであるように見える。すなわち、諸個人が自らの所属する共同体に向

けてその問題点を訴えたり改善策を提案したりすること―すなわちVoiceを用いることで、諸個人が自ら

の所属する共同体をより良きものにしようと努めている社会像である。こうしたVoiceモデルは、レッシグ

の言う「メンバー」やサンスティンの言う「政治的主権」に適合し得るように見える。

ただし、この点に関しては、さらに複雑な視点が必要である。確かに、Exitモデルという社会の在り方

107



は、Internet Constitutionalistsにとって消極的に評価せざるを得ないものだが、他方で、彼らがVoiceモ

デルを単純に是認するようには思えない。なぜなら、単なるVoiceの積み重ねは、Exitモデルと同じく個

人的選好の集積に留まる可能性があるからだ。単純な直接民主主義が大衆の素朴な偏見・私益などを

反映させた「むき出しの人民意思」による政治的決定となる傾向が強いように、Voiceモデルは「メンバー」

「政治的主権者」の声を数量的に積み重ねることで集団的決定を求めていく傾向が強いのである。

そこで注目されるのが、Voiceが発せられる前段階において、個人間で一定の熟慮と討議が図られるこ

と―すなわち熟議（deliberation）の概念である。かつて、ジョセフ・ベセット（Joseph M. Bessette）は、米

国憲法の統治構造に熟議概念が価値的に組み込まれている点を強調し、連邦議会における複雑な審議過

程の在り方、あるいは大統領と連邦議会との妥協的駆け引きなどを積極的に評価した48）。考えてみれば、

代表民主主義というものは、単純な直接民主主義とは異なり、多数決原理であらゆる決定が行われるわけ

ではない。議会においては、議員同士が顔をつきあわせて議論するため、何らかの政治的主張を提示す

る際にも、その合理的正当化に向けた作業が必要となる。また、議会内の少数派は、各種のバーゲニング

を行うことで議会内の政策決定プロセスに参与可能であり、その結果として、議会における決定の在り方

は一定のインテンシティ49）が考慮された傾向を有する。こうした側面は、投票ブースにおいて匿名で政治的

態度を表明し、単純に数量的計算によって集団的決定を下す直接民主主義とは大きく異なる点だ。

いわゆる熟議民主主義の提唱者たちは、このように熟議という価値が組み込まれた民主的プロセスの

在り方を市民社会全体に求めようとしている。諸個人が民主的プロセスに積極的に参与するという民主

主義の基本理念を肯定しつつも、その参与の在り方が熟議を踏まえたものであることを要求するのであ

る。そして、Internet Constitutionalistsは、こうした熟議民主主義論をネットに組み込もうとしている。レ

ッシグは、アーキテクチャによって不可視的に規制されるネットから、ユーザ間の熟議に基づいて形成さ

れるルールによって法的に規制されるネットへの転換を模索しているように見えるし50）、サンスティンは、

ネットを放送メディアに準ずる対象と解釈した上で、そのネットにおいて、諸個人が公共的事項をめぐる

熟議を自発的に展開可能となるよう政策的見地からの改革を志向しているように見える。そうした意味で

は、本稿で概念規定したInternet Constitutionとは、ある側面においてはInternet Deliberationとも表現

可能である。

複数のアーキテクチャ、複数の偏向空間

しかし、ここで我々は再度立ち止まらなくてはならない。果たして「熟議とはそれほどまでに素晴らし

いものなのだろうか」51）。まず指摘したいのは、諸個人が熟議を通した集団的決定を下すには、一定以上

の教養と合理性が必要となる点であり、自己の利益よりも公共の利益を優先する冷静な態度が必要とな

る点である。つまり、熟議民主主義の世界においては、公共的事項をめぐる熟議に長けた人間と不慣れ

な人間との相違が現れ、後者は政治参加を行う上で「より好ましくない層」に見られることとなる52）。そし

て、そうした層は、概して低学歴層や低所得層であるわけだ53）。こうした見方に対しては「確かに公共的な

熟慮や討議に不慣れな個人は多いだろうが、熟議への参加を通じて、そういう人 も々理性的で賢明な判

断を為し得るようになる」という熟議の教育的効果を主張する者もいる54）。しかし、そうした効果がどこま

で保証されたものかは疑問であるし、そもそも、熟議に不慣れな人々は率先して熟議に参加しようとしな

いだろう。この点、熟議民主主義の代表的提唱者フィシュキン（James S. Fishkin）の唱えた55）熟議型世論

調査の試みが、事実上の失敗を続けているという事実は興味深い56）。

そもそも、熟議においては、公共的に取り扱われるべき諸事項に関して、私益とは区別された公益の

実現が追求されるわけだが、問題は、そうした公共的事項あるいは公益というものが、結局のところ、社
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会内のメインストリームの関心・価値を基準として規定される傾向が否めない点である。例えば、米国に

おいて、そうした公共的事項を提示し続けているのは、上述した総合的関心媒介項だった。こうした媒介

項は、政治・経済・社会・国際・文化・スポーツなど、公共的事項を満遍なく取り扱うという国民的役割を

担ってきたものとして評価し得る。しかし一方で、白人弁護士が米国建国の理念を語る法廷ドラマ、

WASPの若者たちがニューヨークで自由社会を謳歌するシットコム、良識的知識人が米国市民の従うべ

き社会規範を説く新聞コラム―そうしたコンテンツを通して、総合的関心媒介項が米国社会を支配するメ

インストリームの関心・価値を維持する装置として作用してきたことも事実である。そうした意味では、ネ

ットが提供する情報を"Daily Me"と表現すれば、既存の総合メディアが提供する情報は、メインストリーム

の関心・価値を共有する人々にとっては"Daily Us"だが、そのメインストリームから逸脱した人々にとって

は"Daily Them" でしかない57）。

憲法が保障すべき個人的自由を取り扱う上で重要なのは、多様な関心・価値に基づく言論が可能な限

り自由に表明される状況が確保されている点である。その意味で、高度なExitモデルとしてのネットの在

り方は、決して消極的に評価されるものではない。むしろ、既存メディアからこぼれ落ちた非メインスト

リームの価値を補うという観点から、十分に棲み分けられるべき空間として価値付けられる。一方で前

項で見たように、Internet Constitutionという形で積極的介入を図る必要が生じるほどの修復不可能な

害悪が既存のネットに存在することをInternet Constitutionalistsは十分に論証し得ていないのである。

仮に、Internet Constitutionalistsが指摘するように、ネットが商業的動機から規制可能なアーキテクチ

ャが形成されるようになり、一方では偏向空間が生成しやすくなる傾向を強めているとしよう。しかし、

それに対して、実体的な目標・価値を志向する"Internet Constitution"を組み込むことによって、今度は、

政治的動機によって産み出されるアーキテクチャや偏向空間が幅をきかせることになる。我々が現実に

必要としているのは、商業的動機から生み出されるアーキテクチャや偏向空間を逐一是正していること

ではなく、そうしたアーキテクチャや偏向空間が常に複数存在する状況ではないか58）。市場プレイヤーが

相当数存在し、市場提供物が相当数存在し、その市場における消費行動に負荷されるコストが可能な限

り低減された状態―そうした高度なExitモデルに基づいた情報環境こそ、我々が必要としているネットの

在り方であるはずだ。

5. おわりに――憲法とインターネットと「我々」

Internet Constitutionは必要か―この場合の「必要」とは、もちろん我々にとっての必要性を指す。しか

し、問題はその「我々」が誰なのかという点である。レッシグやサンスティンの言説を概観する限り、それ

は米国国民であるように見える59）。換言すれば、米国社会が憲法上共有すべきものとしてきた集団的諸価

値をネットにおいても擁護し、米国国民間の熟議に基づく集団的決定プロセスをネット上に生み出すべき

とする考え方がInternet Constitutionという発想の背景に存在する。しかし、そうした熟議が、時として

Daily UsとDaily Themとの隔絶を生むことは上述した通りである。我々は時として「我々」であり続ける

が、時としては「彼ら」になる。そして「彼ら」になった時に「我々」が負荷してくる諸価値こそ、まさに「彼

ら」を不自由にさせるものとなり得る。ネットが、経済活動のみならず政治的・社会的にも魅力ある場とし

て隆盛を極めている理由の一つには、そうした「我々」の諸価値から容易にexitし得る政治的特性がある

ように捉えられるのである。

このように、本稿においては、第2世代の志向するInternet Constitutionについて、その意義を大きく認

めつつも、最終的結論としては消極的見解を提示せざるを得ないものとなった。しかし、それはInternet
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Constitutionという発想自体を否定することにはつながらないし、ネットの在り方を規定する上で法が果

たす役割を軽視するわけでもない。Internet Constitutionは、レッシグやサンスティンとは若干異なる方

向性において、考慮する価値を有している。それは、上述した高度なExitモデルとしてのネットを維持す

るための諸ルールである。そして、包括的ネット検閲がいくつかの国々で行われつつある現状を鑑みれ

ば、そうした方向性におけるInternet Constitutionの模索が近い将来に始まるものとも予想され得るので

ある。
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